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入間市公共施設マネジメント白書

（概要版）
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公共施設マネジメントを実施する意義と目的 

現在、入間市では平成 29 年度からスタートする次期総合計画の策定を進めています。 

計画策定の背景と課題として捉えているのは「人口減少・少子高齢社会への対応」、「安全・安心

意識と環境意識の高まりへの対応」、「厳しい財政状況への対応」、「都市（まち）の持続性への対応」、

「国際化・高度情報化の進展への対応」、「地方分権の進展と新たな自治のあり方への対応」の６項

目です。 

これらの課題は、いずれも今後の市政運営全般にかかる重要課題といえるもので、これらの課題

を解決するためには、さまざまな政策・施策に取り組むことが必要となりますが、なかでも公共施

設マネジメントは、社会情勢や市民意識の変化に対応する政策として、たいへん重要な取組になり

ます。 

具体的には、「人口減少・少子高齢社会」や「厳しい財政状況」への対応として、公共施設の総

量縮減や用途変更を検討しなければなりませんし、「安全・安心意識と環境意識の高まり」、「都市

の持続性」、「国際化・高度情報化の進展」への対応としても、公共施設の機能・役割の見直しが必

要となります。また、「地方分権の進展と新たな自治のあり方」に対応していくためにも、公共施

設をあり方から見直し、最適化を図っていくことは必要不可欠な取組であり、本市としては、こう

した対応を公共施設マネジメントという枠組みの中で進めていこうと考えています。 

一方、国の動きとして、平成２６年４月２２日付の総務大臣通知において、各自治体における「公

共施設等総合管理計画」の策定要請がありました。国では、公共施設等の老朽化対策、厳しい財政

状況、人口減少等による公共施設等の利用需要の変化、等を今後の地方自治体の重要課題として捉

えており、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿

命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な

配置の実現を求めています。 

国の考え方は、本市の課題認識と一致するものであり、これから取り組もうとしている公共施設

マネジメントとも方向性を共有しているものであったため、本市としては、国の方針に沿って公共

施設マネジメントを推進することとしました。 

なお、本市が公共施設マネジメント推進の目的として考えているのは次の７項目です。 

 

① 公共施設の実態を常に把握しておくこと。 

② 老朽化が進む公共施設の維持管理を総体的、計画的に推進すること。 

③ 社会情勢や時代の変化に合わせて公共施設の総量を最適化すること。 

④ 市民ニーズの変化に合わせて、公共施設の機能・役割の見直しを行うこと。 

⑤ 公共財産（資産）としての公共施設の有効活用を図ること。 

⑥ 公共施設の整備を効率的に実施すること（必要最小限の財源による整備、資金調達手法の研究

等）。 

⑦ 行政、市民、民間事業者が情報を共有化するために、常に公共施設の最新情報を提供するとと

もに、課題の認識を統一すること。 
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公共施設マネジメントでは、「実態を把握しておくこと」、「計画的な維持管理を行うこと」、「最

適化を図ったり機能を見直したりすること」が求められます。 

 本市では、こうした取組を推進するために「公共施設マネジメント白書」を作成して実態を把握

し、「公共施設最適化基本方針」をまとめた上で、「再整備計画」及び「維持管理計画」を策定して、

計画的な維持管理や総量の最適化、機能等の見直しに取り組むこととしました。また、この取組は

長期にわたって共通した方針に基づいて行うことが重要であるため、計画期間は３０年間とし、基

本方針、再整備計画、維持管理計画の策定を持って「公共施設等総合管理計画」とします。 

このように、全体の方向性を示した上で、総合計画とリンクした 10 年間の事業計画を策定し、

平成 29 年度から具体的なマネジメントに取り組んでいくこととします。 

 

 

公共施設マネジメント白書の概要と活用方法 

 

公共施設マネジメント白書は、市政運営の全体状況（市勢概要・財政状況・人口動態等）と公共

施設の個別状況（コスト情報・ストック情報等）を一体的に把握し、公共施設マネジメントに取り

組む際の基礎資料として作成するもので、内容については、総論と各論の２区分で捉えることとし

ています。 

総論では全ての公共施設（公共建築物・都市基盤施設）を対象に、市勢や地域区分、人口動態、

財政状況、保有資産状況、公共施設の総体的現況などを把握・分析し、入間市政の実態を捉えた上

で、公共施設を現在のまま維持した場合の整備費用（更新費・改修費・維持費等）の将来予測（コ

ストシミュレーション）を導き出します。 

各論では対象を公共建築物に絞り、施設ごとに利用状況・運営状況・コスト状況・施設状況など

の客観的データを把握し可視化するとともに、施設の用途ごとの地域バランスや機能面から見た施

設の重複等の実態も把握します。また、こうしたデータを分析した上で、今後の課題を抽出します。 

 作成した白書は、行政内部で公共施設の実態に関する情報を共有化するだけではなく、市民をは

じめ、市議会、更には近隣自治体に対しても、入間市の公共施設の実態を知ってもらうための基礎

資料として活用します。職員向けの説明会、市議会への報告、市民説明会や市公式ホームページで

の公開等を通じて、積極的に公共施設の実態を情報発信し、市民と行政で課題を共有化するツール

として活用していきます。 

また、白書を活用することで、客観的なデータに基づいた「公共施設最適化基本方針」や「再整

備計画」「維持管理計画」を策定し、その後の公共施設マネジメントに取り組むこととします。 
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１ 入間市の概要 

１．市の概要 

 

 

 埼玉県の西南部に位置する入間市は、都心から 40ｋｍ圏にあり、東は所沢市、西は飯能市と東

京都青梅市、南は東京都西多摩郡瑞穂町、北は狭山市にそれぞれ接しています。 

市域全体は、海抜 60 メートルから 200 メートルのややなだらかな起伏のある台地と丘陵から

なり、市東南端と西北端には、それぞれ狭山丘陵と加治丘陵があり、市域の約 10 分の 1 を占める

茶畑とともに緑の景観を保っています。市の東北部には、狭山市・入間市域にまたがって入間基地

があります。また、市の西北部には荒川の主支流である入間川が流れ、中央部に霞川、南部に不老

川がそれぞれ東西に流れています。 

 鉄道では、西武池袋線の入間市駅・武蔵藤沢駅・仏子駅・元加治駅とＪＲ八高線の金子駅があり、

主要道路では一般国道 16 号をはじめ 299 号・407 号・463 号の 4 路線と県道 9 路線がありま

す。さらに 1996 年(H8)に首都圏中央連絡自動車道が開通し、入間ＩＣが国道 16 号に接続した

ことで、広域的に利便性が図られた交通網が形成されています。 

 主な産業のうち、農業では県下最大の狭山茶の産地ですが、サトイモや露地物野菜類の生産も盛

んです。工業では、伝統ある繊維産業をはじめ、昭和 40 年代からの工業団地造成等による電気、

機械工業を中心とした幅広い分野があり、近年は先端技術産業など付加価値の高い業種の企業も増

えつつあります。商業では、平成以降入間市駅周辺が整備され、中心市街地の商業的な核として位 

面  積 

44.74ｋ㎡ 

  東西幅 9.3ｋｍ  南北幅 9.8ｋｍ 

  海抜最高点 203.5ｍ  最低点 58.3ｍ 

人  口 

総人口 150,367 人（2013 年 1 月 1 日現在） 

世帯数 61,162 世帯（    〃     ） 

昼間人口     129,766 人（2010 年国勢調査データ） 

 流入人口      25,623 人 

 流出人口      45,668 人 

 昼夜間人口比率     86.6％ 

 転入人口      5,472 人（2012 年） 

転出人口      5,752 人（   〃   ） 

鉄  道 

【鉄道路線及び駅数】 

 西武池袋線 ４駅（武蔵藤沢駅・入間市駅・仏子駅・元加治駅） 

   ※なお、市境にある稲荷山公園駅も市民は利用している。 

 ＪＲ八高線 １駅（金子駅） 

道  路 

 首都圏中央連絡自動車道  １路線 

国道     4 路線（16 号・299 号・407 号・463 号） 

 県道     9 路線 

 市道   4,509 路線 

（白書本編 1 章） 
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置付けられています。さらに、近年は郊外型大規模店舗の出店が多く、2008 年(H20)に圏央道入

間ＩＣ近くにオープンした大型アウトレットモールには、広域から多くの来場者が集まり、新たな

入間市の顔ともなっています。 

近隣市である所沢市、飯能市、狭山市とは平成 2 年から「埼玉県西部地域まちづくり協議会（ダ

イアプラン）」の協定を結んでおり、公共施設の相互利用やイベントの共同開催など、さまざまな

面で連携を図っていることも大きな特徴です。 

 将来都市像として「香り豊かな緑の文化都市」を掲げ、首都圏にあって変化に富んだ自然と、そ

れに育まれた伝統文化と、新しい文化の融合によるコミュニティが年々広がっているのが入間市の

特色ということができます。 

 

 

図表 入間市と周辺市 
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図表 地区の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民基本台帳）

・豊岡、藤沢地区に市全体の人口の 60％が居住、公共施設の 60％が集中 

・東金子、金子、宮寺・二本木地区は、地区の過半を市街化調整区域が占めており、居住

地が限定的となっている 

・西武地区は、従来からの市街地と昭和 50 年代後半から、整備されたニュータウンから

なる都市近郊ベットタウンとなっている 

・地区により土地利用がことなっている 

１.人口密度が最も低い地区

2.面的整備等が行われておらず、市街化
が進んでいない

3.地区内のほとんどが市街化調整区域で
あり農地(茶畑)と樹林地となっている

1.人口密度が最も高く市民の37％が居住
2.公共施設の44％が集積
3.地区内の
ほとんどが市街化区域で商業と住宅用地

１.人口密度が比較的高く少子高齢化が
早くから進行中

2.仏子駅を中心に
西武ぶしニュータウン整備

3.地区内の大半が市街化区域

1.人口密度が2番目に高く市民の23％が
居住

2.公共施設の20％が集積
3.近年、武蔵藤沢駅駅前にマンションが整備

１.人口密度が低い地区

2.工業用地、農地、住宅地が混在
3.圏央道のIC周辺では新たな開発がなされた

１.人口特性
2.土地利用
3.地区特色 5.5万人（37％）

2.2万人（15％）

3.5万人（23％）

東金子地区

宮寺・二本木地区

西武地区

1.0万人（7％）

1.1万人（7％）

金子地区
開発が進行中

特産物の
茶畑が広がる

Ｓ58年より分譲を開始し
たニュータウン

市全人口の
60％が居住
公共施設の
過半が集積

豊岡地区

近年、大型商業施設が整備

藤沢地区

地区別人口（比率）

１. 10年前より人口減少に転じる

2.工業用地、農地、住宅地が混在
3.圏央道の南側には工業団地が立地

1.7万人（11％）

※地区別人口割合円グラフ
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(万人)

(年度)
1.9 2.2 2.1

0

1
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3

H4 H24 H44

(万人)

(年度)

15.1地区別人口（万人）

高齢者人口
割合

生産年齢
人口割合

年少人口
割合

将来の高齢化率
が最も高い

※地区別
人口推移グラフ

少子高齢化が
一気に進行

西武池袋線沿線の西武、豊岡、
藤沢地区に人口が集まっている

生産年齢
人口が
大幅に
減少
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２．地域区分に対する考え方 

 各地区の特徴や人口動態等を踏まえて、今後の公共施設再整備に向けた地域区分の考え方につい

て、4 つのプランを提示します。 

①旧町村として分けられる６つの地区（歴史的なつながりが強い地区） 

＜豊岡／東金子／金子／宮寺･二本木／藤沢／西武＞ 

②生活圏域として分けられる９つの地区（生活基盤が共通で福祉計画などで区分されている地区） 

＜豊岡第一／豊岡第二／豊岡第三／東金子／金子／宮寺･二本木／藤沢第一／藤沢第二／西武＞ 

③中学校区として分けられる 11 の地区（子どもや保護者の繋がりがある地区） 

＜豊岡／東町／黒須／向原／東金子／金子／武蔵／藤沢／上藤沢／西武／野田＞ 

④地区公民館の区域として分けられる 13 の地区（地域住民の結びつきが強い地区） 

＜扇町屋/黒須/高倉/東町/久保稲荷/東金子/金子/宮寺/二本木/藤沢/東藤沢/藤の台/西武＞ 

この地域区分のうち、公共施設の再整備を検討するには②または③がふさわしいと考えられます。 

①の地域区分で再整備を考えた場合、学校・公民館・保育所などの公共施設を統合するには範囲

が広く、利用者人口のバランスも悪いためエリア一括で統廃合などを検討するのは難しいと考えら

れます。 

一方、②③は生活圏域、子どもや保護者の活動・交流の範囲として定着した地区であることから、

徒歩又は自転車で利用が可能であり、利用者人口も平準化されると想定できます。また、今後の超

高齢社会の到来を考えると、より市民が活動しやすいエリア設定が必要となります。 

さらに、今後再整備を行う際には、公共施設の複合化についても検討すべきであり、その場合は

人口バランスの取れている②の地域区分で捉えることがふさわしいと考えられ、今後は、このプラ

ンを軸に公共施設の再整備を進めるのが望ましいと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 地域区分図 
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２ 公共施設を取り巻く状況 

1．人口状況 

（１）市全体の人口推移と将来予測 

本市の人口は、昭和 30 年代から 40 年代に行われた大規模宅地開発や工業団地造成等によって、

昭和 45 年から昭和 60 年にかけて人口が急激に増加し、昭和 45 年に 6.3 万人だった人口は、昭

和 60 年では１1.６万人と、15 年間で 5.3 万人（84％）増加しました。 

平成 7 年以降は、人口の増加がゆるやかとなり、平成 22 年の 15.1 万人をピークに、現在に至

るまで横ばい傾向となっています。しかし、現在の 15.0 万人から、平成 52 年には 11.9 万人と

3.1 万人（21％）減少して、昭和 60 年代頃の水準となることが推計されています。年齢構成を

みると、平成 22 年をピークに生産年齢人口比率は減少し、特に平成 37 年頃から、特に 75 歳以

上の後期高齢者の割合が増加し、高齢化が一気に進行する傾向がみられ、平成 52年には、高齢者

人口比率が現在の 23％から 37％までと 14％の増加、年少人口比率は現在の 13％から 9％まで

と 4％減少する見込みです。こうした将来人口の規模、構成の大きな変化は、公共施設サービス

の需要量と内容に大きな影響を与えるものと考えられる他、生産年齢人口の減少により個人市民

税収が減少し、財政制約がますます強まってくることが想定されます。 

 

 

 

 

 

図表 人口階層別の人口推移及び将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白書本編 2 章） 

・総人口は平成 22 年をピークに横ばい傾向にあり今後 26 年で約 21％減少 

・人口構成も大きく変化→公共サービスに対する市民ニーズの変化への適切な対応が必要 
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人口推移及び推計（昭和42年～平成52年）

9％

現在

64％

出典「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」（外国人を含む）(各年1月1日)
「入間市人口推計(地区別)」（住民基本台帳(H22.1～H26.1)のデータに基づく人口推計）

13％

生産年齢人口

54％

年少人口

23％

37％

15年間で
84％増加

26年後
21％減少

前期高齢者割合と
後期高齢者割合が
逆転後期高齢者前期高齢者

高齢者人口

（万人）

（年）

人口ピーク

19％

67％

14％
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1.7万人

1.4万人

2.2万人

2.1万人

‐3,032人

5.5万人

4.7万人

3.5万人

3.3万人

1.1万人

1.0万人

1.0万人

0.8万人

‐8,170人

‐1,158人

‐2,327人

‐885人

東金子地区

金子地区

宮寺・二本木地区

西武地区

豊岡地区

藤沢地区

‐1,878人

 

（２）地区別の人口 

昭和57年から平成4年にかけては市全体が人口急増期で、どの地区でも人口は増加傾向にあり、

宮寺・二本木地区（9％増加）以外は、15％以上の大きな増加となっています。特に、豊岡地区は

42％、西武地区は 58％と大幅な増加がみられます。 

平成 4 年から平成 24 年までの 20 年間では、宮寺・二本木地区、藤沢地区、西武地区の 3 地

区で、総人口は 10％～13％の増加が続き、豊岡地区、金子地区では 6％と増加が緩やかになっ

ていますが、東金子地区では－2％と既に人口減少が始まっています。 

平成 24 年から平成 44 年にかけては、人口は減少に転じます。現在まだ微減傾向にある西武地

区や、現在開発が続いている藤沢地区では比較的減少が少なくなっていますが、既に人口減少が

始まっている東金子地区や、年少人口の減少率が大きくなっている金子地区や豊岡地区において、

減少幅が大きくなっています。 

図表 地区別の人口変化 

 ①昭和 57 年から平成 4年（10 年間）     ②平成 4年から平成 24 年（20 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ③平成 24 年から平成 44 年（20 年間） 

 

 

 

 

 

1.8万人

1.7万人

1.9万人

2.2万人

‐426人

+603人

+2,335人
5.2万人

5.5万人

+3,270人

3.1万人

3.5万人

+4,011人

1.0万人

1.1万人

+1,058人

1.0万人

1.0万人

東金子地区

金子地区

宮寺・二本木地区

西武地区

豊岡地区

藤沢地区
1.5万人

1.8万人

1.2万人

1.9万人

+7,079人

3.7万人

5.2万人

+15,542人

2.6万人

3.1万人

+4,769人

1.0万人

1.0万人

+805人

0.8万人

1.0万人

+3,214人

東金子地区

金子地区

宮寺・二本木地区

西武地区

豊岡地区

藤沢地区

+1,833人

・平成 24 年から平成 44 年にかけて 

全ての地区で人口が減少に転じる 

・東金子、金子、宮寺・二本木、豊岡地

区において、減少幅が大きい 

地区によって人
口増減の状況が
大きく異なる 

工業団地の造成や 

市街地の開発等により

人口増加が始まった 
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２.財政状況 

（１）歳入 

普通会計の歳入規模は 350 億円から 400 億円で推移しています。平成 15 年度から平成 20

年度の平均は 356.8 億円となっていましたが、平成 21 年度から平成 24 年度の平均は 399.3

億円となっています。この増加の主な要因として、前年度から繰り越した定額給付金給付事業を含

む、国の経済対策補正予算の実施による国庫支出金の増加があげられます。近年増加しているのは

使途が特定される「特定財源」の割合であり、市が自由な裁量を持つ「一般財源」は 250 億円前

後となっています。 

 

 

 

 

 

図表 歳入の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 歳入の内訳                 図表 歳入の内訳(県内 63 市町村平均)  

 

 

 

 

 

 

  

351.6 361.3 352.8 355.4 359.2 360.2 
397.7 404.0 394.6 401.0 

0

100

200

300

400

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

その他特定財源

県支出金

国庫支出金

地方債

その他一般財源

地方交付税

市税
市民税

法人

個人

固定
資産税

その他

• 市町村税
• 固定資産税
• その他

特
定
財
源

一
般
財
源(年度)

(億円)

55.3％
52.4％

31.1
62.2

110.1億円
80.1億円 97.9億円11％減38％増

H15～H20年
平均356.8億円

H21～H24年
平均399.3億円

(出典：平成 24 年度市町村普通会計決算状況)

市町村民税 

（個人分） 

(出典：平成 15 年度～24 年度 市町村普通会計決算状況)

市税
52.4%

地方交付税

4.3%

その他一般財源

6.2%

地方債
9.2%

国庫支出金
13.4%

県支出金

5.3%

その他

特定財源

9.3%

市町村民税

(個人分)

21.0%

(法人分)
3.5%

固定資産税

22.1%

その他

5.9%

特定財源
37.2％

市税
46.6%

地方交付税
7.4%

その他一般財源
4.5%

地方債
9.5%

国庫支出金
13.8%

県支出金
5.0%

その他特定財源
13.2%

市町村民税

(個人分)

18.6%
(法人分)
3.6%

固定資産税
18.7%

その他
5.7%

特定財源
41.5％

・市税収入が歳入総額の 5 割程度 

・市民税が平成 20 年の 110.1 億円をピークに、この 4 年間で 11％の減少 

・今後予想される生産年齢人口の減少等に伴う個人市民税への影響等を考慮すると、より

慎重な財政運営を行う必要が考えられる 
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(２)歳出 

普通会計の歳出規模は 340 億円から 390 億円で推移しています。 

支出が義務的で任意では削減できない「義務的経費」は、平成 15 年度の 172 億円から平成 24

年度には 204 億円になりました。その内訳をみると、人件費は微減、公債費は横ばいですが、扶

助費が約 2 倍と増大しています。今後も、高齢化の一層の進展や少子化対策等による増加が見込ま

れるため、「義務的経費」の増大が懸念されます。 

 

 

 

 

 図表 歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 歳出の内訳 図表 歳出の内訳(県内 63 市町村平均) 

  

46.4 51.3 50.9 52.8 57.3 61.1 64.8 85.6 91.0 90.7 

37.0 36.8 28.7 33.0 33.8 32.7 
31.6 41.3 37.7 38.3 

343.2 349.9 341.2 345.6 349.2 350.7 

385.8 390.3 383.4 387.1 

0

100

200

300

400

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

繰出金

積立金・投資及び

出資金・貸付金

公債費

投資的経費

補助費等

扶助費

維持補修費

物件費

人件費

（億円）

投資的
経費

13.5％
23.4％扶助費

(年度)

義
務
的
経
費

(出典：平成 15～24 年度市町村普通会計決算状況)

(出典：平成 24 年度市町村普通会計決算状況)

人件費

21.4%

扶助費

23.4%

公債費

7.8%

物件費

16.6%

投資的経費

9.9%

維持補修費

1.0%
補助費等

5.4%

積立金・投資及び出

資金・貸付金

0.5% 繰出金

14.0%

義務的経費
52.6％

人件費
18.1%

扶助費
22.6%

公債費
9.5%

物件費
14.7%

投資的経費

15.7%

維持補修費
1.0%

補助費等
7.5%

積立金・投資及び出資

金・貸付金
1.1%

繰出金
9.7%

義務的経費
50.2％

・直近の投資的経費は、歳出の 10％前後、30 億円から 40 億円で推移 

・高齢化の進展により扶助費が増加し、今後ますます財政硬直化が進行する見込み 

・普通建設事業費の財源をいかに確保するのかが課題 
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（３）投資的経費の推移 

平成 15 年度から平成 24 年度の投資的経費をみると、10 年間の平均は 35.1 億円となってい

ます。そのうち公共施設にかかる投資的経費は、10 年間の平均で 10.6 億円であり、投資的経費

全体の約 30％を占めています。公共施設に関する投資的経費は、主に建物の整備や更新に使われ

ていて、直近は学校施設の耐震化に使われています。 

図表 投資的経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）積立基金・経常収支比率の推移 

公債費負担比率※1 は減少していますが、扶助費等の増加により、経常収支比率※2 は主に 90％を

超える水準で推移しており、財政の弾力性が失われています。地方債残高は減少傾向にあったもの

の、学校施設の耐震化に伴い平成 21 年度以降増加傾向に転じています。 

図表 積立基金・経常収支比率の推移               
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新規整備・既存更新・維持管理分 用地取得分 新規整備・既存更新・維持管理分 用地取得分
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3.7
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13.5

23.0
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28.6

23.1
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30.1
23.1 20.9

31.6 24.2

15.3

(億円)

(61%)

(39%)

(78%)

(22%)

(81%)

(19%)

(74%)

(26%)

(89%)

(11%)

(71%)

(29%)

(66%)

(34%)

(77%)

(23%)

(64%)

(36%)

(40%)

(60%)

インフラに
かかる

投資的経費

公共施設等
にかかる

投資的経費

公共施設等にかかる投資的経費

10年間平均 10.6億円
投資的経費全体

10年間平均 35.1億円

公共施設等にかかる投資的経費 インフラにかかる投資的経費

(出典：平成 15～24 年度市町村普通会計決算状況)

(出典：平成 15～24 年度市町村普通会計決算状況)

・インフラ資産(道路、橋りょう、上下水道)は生活に欠かせない施設で費用の圧縮が難しい

・高い経常収支比率や積立基金減少等による財政制約が強まり、今後さらに投資的経費の確

保が厳しくなる  
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３.公共施設の保有状況 

■ 土地 

 本市が保有する土地財産は、233 万 1,358 ㎡です。そのうち、貸付・交換・売却等が可能な経

済的価値によって市政に貢献する財産である普通財産は、約 5.1 万㎡（2.2％）となっています。 

市の直接利用または市民の共同利用に供する財産である行政財産の土地のうち、約 113.5 万㎡

(48.7％)が公園となっており、その次に学校用地が約 64.7 万㎡(27.7％)の割合となっています。 

図表 土地面積の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建物 

本市が保有する建物延床面積約 32.3 万㎡となっています。 

 行政財産の建物のうち、学校教育系施設が約 17.4 万㎡（54％）となっており、その次に集会

施設等の市民文化系施設が約 3.0 万㎡（9％）、庁舎や支所、防災センター等の行政系施設が約 2.4

万㎡（7％）の割合となっています。 

図表 公共施設の建物面積の内訳 
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32.3 万㎡ 

（出典：財産報告書 平成 25 年度末現在）

土地面積 

233.1 万㎡ 

（うち、普通財産 5.1 万㎡） 

学校教育系施設
54%

市民文化系施設
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ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設
6%

保健・福祉施設
5%

子育て支援施設
4%

社会教育系施設

4%

供給処理施設
3%

産業系施設
0.2%

その他

1%

学校施設が公共
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（出典：財産報告書 平成 25 年度末現在）

・学校施設が公共施設

の過半を占めている

・公園が半分を 

占めている 
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■ 公共施設の築年別整備状況（用途別） 

本市が保有する建物の延床面積 32 万 2,650 ㎡のうち、旧耐震基準で建設された建物は 15 万

6,699 ㎡（49％）、新耐震基準で建設された建物は 16 万 5,951 ㎡（51％）となっています。 

これを築年別にみると、一般的に大規模改修が必要となる目安の築 30 年以上の建物が、約 20.6

万㎡（64％）となっています。また、昭和 40 年から平成 5 年の間に整備が集中しています。 

建物用途別にみると、学校施設 17.4 万㎡のうち 13.9 万㎡（80％）が築 30 年以上経過して

います。市営住宅については、昭和 30～40 年代に整備されたものが多く、築 50 年以上経過し

た施設が多いことから、老朽化が懸念されます。 

 

 

 

 

図表 築年別整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（出典：財産報告書 平成 25 年度末現在）
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築30年以上
11.8万㎡(37%)

築20年以上
4.0万㎡(24%)

築10年以上
2.9万㎡(9%)

築10年未満
1.1万㎡(3%)

旧耐震基準施設（昭和56年以前）

15万6,699㎡(48.6％)

人口

児童・生徒数

年平均9,519㎡建設

池ノ下団地

市民会館

市民体育館

図書館本館

博物館
総合クリーンセンター

健康福祉センター

武蔵中学校

金子中学校

新耐震基準施設（昭和57年以降）

16万5,951㎡(51.4％)

人口

（万人）ハード整備→ソフト整備へ切り替え
第4次総合計画

産業文化センター

児童センター

市庁舎(C棟)

市庁舎(A・B棟)

・昭和 40 年から平成 5 年の 28 年間に整備が集中している 

・学校施設 17.4 万㎡のうち 13.9 万㎡（80％）が築 30 年以上経過 

・今後 10 年で、築 20 年以上の単独機能の大規模施設も次々と老朽化をむかえる 
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■ 公共施設の 6地区ごとの整備状況 

 6 地区ごとの保有状況では、豊岡地区に市全体の約 44％（約 14.2 万㎡）と多くの公共施設が

立地しています。これは、市役所や市民会館、市民体育館、児童センター等大規模な全市対応施設

が多く立地しているためです。人口 1 人当たり面積は、市全体では 2.1 ㎡/人ですが、豊岡地区、

東金子地区、宮寺・二本木地区は 2.6～2.7 ㎡/人、金子地区、藤沢地区、西武地区では 1.4～1.8

㎡/人と 2 極化しており、1 人当たり保有面積が少ない地区は学校施設が占める割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

図表 6 地区別の保有状況 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174,245 

29,664

23,528

21,685

18,171

14,780

13,202

13,199

11,123

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

市全体

68,322

20,754

11,639 14,495

32,895
26,140

15,407

3,936

3,876

3,038

23,034

11,350

7,101

11,188

3,268

8,607

6,581
3,641

6,295

2,120

11,123

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

豊岡 東金子 金子 宮寺・二本木 藤沢 西武

その他 産業系施設

供給処理施設 社会教育系施設

子育て支援施設 保健・福祉施設

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 市営住宅

行政系施設 市民文化系施設

学校教育系施設

32.3万㎡

14.2万㎡

（㎡）

（㎡）

【2.1㎡/人】

（44％）

【2.6㎡/人】

←市全体に対する
保有割合

←地区人口1人当たり
保有面積

1.8万㎡

（6％）

【1.8㎡/人】

4.6万㎡

（14％）

【2.7㎡/人】

5.0万㎡

（16％）

【1.4㎡/人】

3.0万㎡

（9％）

【2.7㎡/人】

3.6万㎡

（11％）

【1.6㎡/人】

市役所や市民会館、市
民体育館、児童セン
ター等、規模が大きく市
全体で活用する施設が
多く立地しているため
保有面積が多い。

健康福祉センター

市民体育館等

市役所等

市民会館等

総合クリーンセンター

児童センター等

博物館

（出典：財産報告書 平成 25 年度末現在）

・市民文化系施設や子育て支援施設等は、どの地区でも比較的近い割合を占めている 

・公営住宅は主に豊岡地区と東金子地区に配置されている 

・保健・福祉施設は、規模が大きな健康福祉センターを保有する藤沢地区に次いで、宮寺・

二本木地区に多くなっている 

・地区によって、整備状況が大きく異なる 
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４．今後の施設の建替え・改修にかかるコスト試算 

（１）公共施設のコスト試算 

本市が保有する公共施設に係る今後の建替え・大規模改修にかかるコストは、平成 26 年度から

平成65年度までの40年間で、積み上げ方式で試算すると年平均47.0億円かかる見込みであり、

これは直近の公共施設にかかる投資的経費の平均 10.6 億円の約 4.4 倍となります。 

また、現時点で既に築 31 年以上経過している施設や今後築 30 年を経過する施設が多くあり、

今後 10 年間に一斉に大規模修繕が必要になってくることが予想されます。その費用は、年間 50

億円を超えると試算され、入間市行政改革長期プラン等から、今後公共施設にかけられる投資的経

費は更に減少する見通しのため、他の行政サービス支出に与える影響が懸念されます。 

 

 

 

 

図表 今後の建替え・改修にかかるコスト試算 
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学校教育系施設 市民文化系施設 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設
子育て支援施設 その他 市営住宅
社会教育系施設 産業系施設 保健・福祉施設
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（億円）

大規模改修
（平成26年～65年度）

大規模改修（築31年以上50年未満）
（平成26年～35年度）

建替え
（平成26年～65年度）

4.4倍

直近の
投資的経費
10.6億円

維持補修費
（平成26年～65年度）

今後40年間の

建替え・大規模改修
費用総額

1,882億円

建替え・大規模改修にかかるコスト

平均 47.0億円/年

既存の
公共施設等にかかる投資的経費

（平成15年度～平成24年度）

平均 10.6億円/年
既存ストック
32.3万㎡

耐震化

現状の投資的経費で
維持できる施設は

(年度)

23％

整
備
方
式
別 

用 

途 

別 

（出典：財産報告書 平成 25 年度末現在）

現時点で築 30 年以上経過

している施設の大規模改修

・現状の投資的経費で維持できる施設は、現在の保有面積の 23％程度 

・今後 40 年間の建替え・大規模改修費の年平均は、直近の投資的経費平均の約 4.4 倍 

・このままでは、現在保有する学校の保有面積の半分も維持、更新できない 
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（２）インフラ資産のコスト試算 

市が保有するインフラ資産（道路、橋りょう、上水道、下水道）の状況は、次のとおりです。イ

ンフラ資産も、公共施設と同様、今後、耐震化及び老朽化等の維持・更新費用が必要とされていま

す。そこで、インフラ資産も含めて、今後 40 年間にかかるコストを総務省が提供している更新費

用試算ソフトにより算出します。 

  保有状況  保有状況 

道路 一般道路      3,126,330 ㎡ 

自転車歩行者道    4,359 ㎡ 

上水道 総延長        488,697ｍ 

橋りょう 橋りょう           177 本

橋りょう面積      18,945 ㎡ 

下水道 総延長        401,629ｍ 

＜試算結果＞ 

１） 道路 

40 年間総額 392.1 億円 年平均 9.8 億円 

２） 橋りょう 

40 年間総額 58.0 億円 年平均 1.5 億円 

３） 上水道 

40 年間総額 517.6 億円 年平均 12.9 億円 

４） 下水道 

40 年間総額 479.5 億円 年平均 12.0 億円 

 

上記の結果、道路等のインフラ整備にかかる費用として、今後 40 年間の総額で 1,447.4 億円、

年間平均約 36.2 億円が必要となる予測です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成15年度～平成24年度の
インフラにかかる
投資的経費

平均24.4億円/年

1.5倍

（年度）

（出典：財産報告書 平成 25 年度末現在）

・今後 40 年間の更新費用の年平均は、直近の投資的経費平均の 1.5 倍 

・インフラ資産は、日常生活に 低限必要な施設であり、廃止等での費用の圧縮が難しい 

・長期的な維持管理方法の見直しが今後の課題 

（※端数処理をしているため、合計と一致しない場合があります。）

※上下水道は公営企業であり別会計となるが、全体把握のため記載
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３ 経営的視点からの行政運営 

 

本市の公共施設等での行政サービスにかかる事務事業運営コストを平成 24 年度で見ると、歳出

全体（387.1 億円）の約 49％（189 億円）を占めています。その内訳は、人件費 21％、物件

費が 17％、維持補修費が 1％、投資的経費が 10％となっており、事務事業運営コストの 7 割以

上は、固定費である人件費と物件費に費やされています。市では、「入間市行政改革長期プラン」

等に基づき、人件費、物件費などの行政コストの削減に取り組んでいます。しかし一律的なコスト

削減だけでは、行政サービスの低下を招く恐れもあります。 

コスト削減と行政サービスの維持・向上の両立を図るには、住民が期待する公共施設の役割や機

能を、時代の変化に対応しながらそれぞれの地域に合った形に変えていくこと、すなわち有効活用

していくことが必要です。 

有効活用を具体的に進めていくためには、まず、公共施設で行われる行政サービスにかかるコス

ト（歳出）と、施設のストック状況（建物状況・利用状況・運営状況）を総合的に把握・分析する

ことが必要です。 

加えて、施設の実状や分析結果を、住民の皆さんにわかりやすく公表することにより、住民と行

政がともに市全体の経営的な視点から事務事業の有効性の検証を行い、情報の「見える化」を図り

ながら、施設を有効活用する改善案を議論していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政財産は市の財産の大半を占めており、その中で行われている行政サービスにかかるコ

スト(人件費・物件費・投資的経費等)を総合的・横断的に有効活用し、行政全般の見直し

を図り、効果的・効率的な行政展開を行う必要があります。 

歳出総額
387.1億円

入間市平成24年度普通会計決算 歳出内訳

投資的経費
10％(38.3億円)

扶助費
23％

公債費
8％

補助費等
5％

繰出金
14％

行政サービスに
かかる歳出は、
約5割（189億円）
を占める

土地
233.1万㎡
建物
32.3万㎡

入間市が保有する財産内訳

人件費
21％

（82.9億円）

物件費17％
（64.2億円）

（90.7億円）

コ
ス
ト
情
報

ス
ト
ッ
ク
情
報

公用財産

6％

公共用財産
（土地）92％

普通財産

2％

建物のうち、学校17.4万㎡（54％）

維持補修費
1％(3.8億円)

行政サービスを
行う財産は市の
財産の約9割を
占める

98％49％

※グラフは
土地面積の内訳
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４ 資産の有効活用の必要性 

 

本市の公共施設にかかる費用について、今後は現状の費用を大きく上回る経費が必要となること

がわかりました。しかし、現下の財政状況の中では、現状の投資的経費を維持することは困難な状

況であり、既存施設の全てを維持・更新することは難しい状況です。 

そこで、今後の行政サービスのあり方を検討し、公共施設の 適化に関する全体方針を策定した

うえで、他の施策への影響も考慮しながら、限られた予算を適正に配分し、優先度に応じて計画的・

効果的な施策を進めることが求められます。 

そのためには、まず行政サービスの実態を把握し、総合的・横断的に課題を明らかにして、公共

施設の効果的・効率的な運用や有効活用を検討する必要があります。検討にあたっては、人口の減

少や少子高齢化を踏まえて、各地区の人口動態や保有資産の状況を基軸に、行政サービスのあり方

と財政負担のあり方等を総合的に検証し、既存の公共施設の有効活用等を図る必要があると考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 公共施設の過半を占
める学校施設の老朽
化
• 人口構成変化に伴う、
行政サービスニーズ
の変化

• 高い経常収支比率
や積立基金減少等
による財政制約が
強まり、今後さら
に投資的経費の確
保が厳しくなる

• 地区の過半を市街化
調整区域が占める等、
地区により土地利用
が異なる
• 一律でない公共施設
整備状況

•平成22年度をピーク
に人口減少
•今後、大幅な人口減
少及び、急激な人口
構成の変化が予測さ
れている

＜人口面の課題＞ ＜財政面の課題＞＜地区特性＞ ＜公共施設等の課題＞

財
産
の
有
効
活
用
に
関
す
る
検
討
項
目

人口動向の変化及び財政制約が強まる中、開発動向や土地利用変化等の地域状況の変化や公共施
設の老朽化、ニーズの変化への対応等を果たす必要がある。

そのためには、市が保有する資産について、横断的・総合的な公共施設の機能の見直しや多機能
化等、公共施設の 適化や行政サービスのあり方等の見直しによる資産の有効活用が重要となる。

資産の有効活用を実現するためには、データの収集・分析から方針、計画策定、さらには
ＰＤＣＡサイクルの確立等による長期のマネジメント構築が必要である。

資
産
の
有
効
活
用

の
必
要
性

・各部門横断的利用
・利用機能の見直し
・他用途への転用
・遊休施設の外部利用

①

使用形態・利用形態の
見直し等による効率的
利用

・維持管理計画の作成
・整備方針の見直し
・優先度判定
（建替・改修の判断）
（事業方針等の判断）

・維持管理コスト削減
・横断的な修繕優先順位づけ

⑤

建物のライフサイクルを
通じた効率化等

・スペースの有効活用
・共用化・集約化

④
スペースの
効率的利活用

・重点投入すべき分野
の明確化

・優先度判定の予算への反映

⑧

予算面

（新規整備時・継続整備時）
・自ら所有及び賃借
・PPPの活用

②

保有形態の見直し等に
よる効率化

・施設の集約化・合同化
・統廃合
・廃止 等

⑥
集約化・合同化等による
効率化

・自ら運営
・一部アウトソーシング
・運営の外部化
（指定管理者制度等）

③

運営面の効率化
（業務改善）

・施設台帳
（公共ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）
の導入

⑦

情報化等による
効率化
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５ 地域実態マップ ～公共施設の設置状況～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（白書本編 3 章） 
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・市の保有量の過半を占める学校の配置状況や老朽化、学級数等見える化 

・9 地区に概ね 1 施設、行政窓口と複合の公民館（拠点施設）が整備 

・集会機能を持つ広域対応施設が各地区に単独施設として 1 施設以上整備 

・整備時期が重なる保育所は藤沢地区の 2 施設を除き全て老朽化 
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第 1 章・2 章では、総論として、本市の人口面・地域特性・財政面・公共施設面から実態を明ら

かにし、将来的な公共施設の有効活用の必要性をまとめました。 

第 3 章では、各論として、用途ごとの実態と課題をまとめ、第 4 章では、6 地区・9 地区ごと

の公共施設を通じた行政サービスの実態と課題を明らかにしました。 

今後は、こうした実態に基づいて総合的・横断的な観点で公共施設のあり方を示すとともに、長

期的な視点でマネジメント（経営・管理）を行っていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 課題等のまとめ （白書本編 5 章） 

 機能の重複により利用低下がみられる施
設は、他地区も含めた施設数と機能、施
設配置バランスの実態を把握し、集約
化・複合化の検討をする必要がある。

 利用目的が限定されているために利用が
少ない施設や機能などは、利用実態等よ
り利用者ニーズを検証し、ニーズに見
合ったサービス提供のあり方を検討する
必要がある。

 学校施設は、市の保有資産の54％を占め
るため、学校の更新時に周辺施設を集約
化して多機能化を図るなど、学校施設を
地域の拠点として有効活用していくこと
が必要である。

 大規模な施設については、既に行ってい
る相互利用を発展させる形で広域連携等
も含めた検討が必要である。

 地区の人口動態・人口構成と、配置されて
いる施設の利用者ニーズ、さらには提供す
るサービスとのバランスを検証しながら、
地域のまちづくりの方向性と連動した今後
の施設のあり方を検討する必要がある。

 豊岡地区の中でも第二地区は、市の行政
サービスの中心施設が多く立地しており、
今後10年で老朽化の時期をむかえるため、
防災拠点、中枢機能としての役割をもった
効果的な施設の更新を検討する必要がある。

 東金子地区や金子地区、宮寺・二本木地区
は、学校を中心として周辺施設の更新計画
を検討し、効率的な施設整備を実施する必
要がある。

 豊岡地区や藤沢地区、西武地区は、今後の
人口構成の変化による利用者ニーズの変化
を踏まえ、複数施設を合わせた更新手法に
ついて検討する必要がある。

第3章 用途ごとの実態・検討の視点 第4章 地区ごとの実態・検討の視点

 地区単位で、今後の人口変化等に見合った行政サービスのあり方を検討する必要がある。

 今後10年で、市の公共施設の86％が老朽化の時期をむかえるなか、早急に公共施設の

あり方に関する全体方針を策定するとともに、厳しい財政制約の中で、方針に基づいて優

先順位づけを行い、施設の更新を計画的に実行していく必要がある。

資 産 の 有 効 活 用 の 必 要 性 1 2

＜人口面の課題＞ ＜財政面の課題＞＜地区特性＞ ＜公共施設等の課題＞

[第1章・第2章]
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７ 今後の公共施設のあり方 

（１）国の動向 

平成 26 年 4 月に、総務省より「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が示され、

「公共施設等総合管理計画」の策定要請がありました。 

「公共施設等総合管理計画」は、10 年以上の長期にわたる計画とすること、ハコモノに限らず、

地方公共団体が所有するすべての公共施設等を対象とすること、更新・統廃合・長寿命化など、公

共施設等の管理に関する基本的な考え方を記載することが求められています。 

さらに、PFI/PPP の積極的な活用や将来のまちづくりを見据えた検討、議会・住民との情報共

有及び現状認識の共有も含めて老朽化対策を推進していくことが示されています。 

 

（２）今後の取組の進め方 

平成 25 年度に公共施設の利用状況やコスト状況などをとりまとめ、平成 26 年度前期に施設が

抱える現状と課題を明らかにし、今後の公共施設のあり方について検討していくため「公共施設マ

ネジメント白書」を作成しました。 

平成 26 年度後期は、前期に作成した「公共施設マネジメント白書」に基づいて、全体総量の抑

制、機能の見直し、計画的な利活用や維持管理、再整備などの考え方をまとめた「公共施設 適化

基本方針」の策定を行います。 

平成 27 年度以降は、基本方針に基づいて、「公共施設再整備計画・維持管理計画」を策定する

とともに、その考え方に基づいた事業計画を平成 29 年度から計画期間が始まる「次期総合計画」

へ盛り込んでいきたいと考えています。 

また、公共施設マネジメントを着実に推進するために、平成 27 年度から平成 28 年度の間に担

当部署の設置検討を行い、平成 29 年度からの組織に位置付けていきたいと考えています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 市勢状況等の

整理分析

• 公共施設

実態把握

（利用・運営

・コスト・建物）

• 地区別実態把握

• 今後の公共施設

のあり方

平成25 平成26年度 平成27年度 平成28年度

公共施設

マネジメント白書
の作成

再整備計画・

維持管理計画の策定

各施設

情報の

取りまとめ

公共施設 適化

基本方針の策定

公共施設マネジメント
担当部署設置の検討

組織見直し

への反映

・次期総合計画へ
の反映等

※白書･基本方針･再整備計画･維持管理計画をもって公共施設等総合管理計画とする
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